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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　±15×10-7Ｋ-1（20-700℃）の間の低熱膨張係数を有するガラスセラミックプレートお
よび該プレートの表面上の装飾を備えた装飾ガラスセラミックプレートであって、該装飾
が、10から35重量％の顔料を含有するビトリファイドガラスフリットから構成され、
　ガラスフリットの組成が、酸化物の重量％で計算して、70-82％のＳｉＯ2、12-18％の
Ｂ2Ｏ3、1-3％のＡｌ2Ｏ3、多くても５％のＮａ2Ｏ＋Ｋ2Ｏおよび多くても1.2％の少なく
とも１つの清澄剤から実質的になり、かつ該ガラスフリットが、30-40×10-7Ｋ-1（0-300
℃）の熱膨張係数、および少なくとも750℃の軟化点を有し；
　前記装飾ガラスセラミックプレートが、少なくとも120ＭＰａの破壊係数を有すること
を特徴とする装飾ガラスセラミックプレート。
【請求項２】
　前記ガラスフリットが、30-35×10-7Ｋ-1（0-300℃）の熱膨張係数を有することを特徴
とする請求項１記載の装飾ガラスセラミックプレート。
【請求項３】
　前記ガラスフリットが、少なくとも775℃の軟化点を有することを特徴とする請求項１
または２記載の装飾ガラスセラミックプレート。
【請求項４】
　前記フリットを構成するガラスがソーダカリホウケイ酸塩であることを特徴とする請求
項１から３いずれか１項記載の装飾ガラスセラミックプレート。
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【請求項５】
　前記ガラスフリットの組成が、酸化物の重量％で計算して、76-81％のＳｉＯ2、14.4-1
5.5％のＢ2Ｏ3、2-2.7％のＡｌ2Ｏ3、2.3-3.2％のＮａ2Ｏ、1-1.5％のＫ2Ｏ、0-1％のＡ
ｓ2Ｏ3＋Ｓｂ2Ｏ3から実質的になることを特徴とする請求項１から４いずれか１項記載の
装飾ガラスセラミックプレート。
【請求項６】
　前記ガラスセラミックプレートが0±3×10-7Ｋ-1（20-700℃）の範囲の熱膨張係数を有
することを特徴とする請求項１から５いずれか１項記載の装飾ガラスセラミックプレート
。
【請求項７】
　請求項１から６いずれか１項記載の装飾ガラスセラミックプレートから成るレンジ上面
。
【請求項８】
　±15×10-7Ｋ-1（20-700℃）の間の低熱膨張係数を有するガラスセラミックプレートを
装飾する方法であって、
　65から90重量％のガラスフリットおよび10から35重量％の顔料の混合物を製造し、ここ
で、該ガラスフリットは、30-40×10-7Ｋ-1（0-300℃）の熱膨張係数、および少なくとも
750℃の軟化点を有し、さらに該ガラスフリットの組成が、酸化物の重量％で計算して、7
0-82％のＳｉＯ2、12-18％のＢ2Ｏ3、1-3％のＡｌ2Ｏ3、多くても５％のＮａ2Ｏ＋Ｋ2Ｏ
および多くても1.2％の少なくとも１つの清澄剤から実質的になり；
　該ガラスフリットと顔料との混合物をガラスセラミックプレートの表面上またはガラス
セラミック前駆体であるガラスプレートの表面上に施し、
　該ガラスフリットと顔料との混合物により被覆された前記プレートを焼成し、必要に応
じて、前記ガラスプレートをガラスセラミックプレートに転化させ、該ガラスフリットと
顔料との混合物中のガラスフリットをガラス質化させ、生成された装飾の前記ガラスセラ
ミックプレートとの付着性を提供し、
　該焼成されたプレートを冷却して、少なくとも120ＭＰａの破壊係数を有する装飾ガラ
スセラミックプレートを得る、
各工程を含むことを特徴とする方法。
【請求項９】
　前記ガラスフリットが、30-35×10-7Ｋ-1（0-300℃）の熱膨張係数を有することを特徴
とする請求項８記載の方法。
【請求項１０】
　前記ガラスフリットが、少なくとも775℃の軟化点を有することを特徴とする請求項８
または９記載の方法。
【請求項１１】
　前記ガラスフリットと顔料との混合物をガラスセラミックプレートの表面上に施し、次
いで、該ガラスフリットと顔料との混合物を920-960℃の範囲にある温度で約15分間に亘
り熱処理することを含む請求項８から１０いずれか１項記載の方法。
【請求項１２】
　前記ガラスフリットと顔料との混合物を、0±3×10-7Ｋ-1（20-700℃）の範囲の熱膨張
係数を有するガラスセラミックプレートの表面上に施すことを含む請求項８から１１いず
れか１項記載の方法。
【請求項１３】
　前記ガラスフリットと顔料との混合物をガラスセラミック前駆体ガラスプレートの表面
上に施し、次いで、以下のスケジュール：
　一般的にガラスの転移範囲の近くに位置する、核形成範囲まで50-80℃／分の速度での
温度上昇、
　約15-25分で核形成範囲（670-800℃）の温度上昇、
　約15-30分で結晶化温度（900-960℃）までの温度上昇、
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　10-25分間に亘る結晶化温度の維持、および
　周囲温度への急冷
にしたがって、前記前駆体ガラスプレートおよびその上に施された前記ガラスフリットと
顔料との混合物を熱処理することを含む請求項８から１０いずれか１項記載の方法。
【請求項１４】
　請求項８から１３いずれか１項記載の方法を実施するのに有用なエナメルであって、10
から35重量％の顔料と、30-40×10-7Ｋ-1（0-300℃）の熱膨張係数、および少なくとも75
0℃の軟化点を有する65から90重量％のガラスフリットとから構成され、該ガラスフリッ
トの組成が、酸化物の重量％で計算して、70-82％のＳｉＯ2、12-18％のＢ2Ｏ3、1-3％の
Ａｌ2Ｏ3、多くても５％のＮａ2Ｏ＋Ｋ2Ｏおよび多くても1.2％の少なくとも１つの清澄
剤から実質的になることを特徴とするエナメル。
【請求項１５】
　前記ガラスフリットが、30-35×10-7Ｋ-1（0-300℃）の熱膨張係数を有することを特徴
とする請求項１４記載のエナメル。
【請求項１６】
　前記ガラスフリットが、少なくとも775℃の軟化点を有することを特徴とする請求項１
４または１５記載のエナメル。
【請求項１７】
　前記ガラスフリットの組成が、酸化物の重量％で計算して、76-81％のＳｉＯ2、14.4-1
5.5％のＢ2Ｏ3、2-2.7％のＡｌ2Ｏ3、2.3-3.2％のＮａ2Ｏ、1-1.5％のＫ2Ｏ、0-1％のＡ
ｓ2Ｏ3＋Ｓｂ2Ｏ3から実質的になることを特徴とする請求項１４から１６いずれか１項記
載のエナメル。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
本発明は、装飾ガラスセラミックプレート並びにそのようなプレートを得る方法、すなわ
ち、ガラスセラミックプレートを装飾する方法に関する。そのようなプレートは特にレン
ジの上面（cooktop）として特に用いられる。
【０００２】
本発明の別の目的は、特に、前記装飾方法の実施に有用なエナメルである。
【０００３】
ガラスセラミックプレートにより画成される調理表面は、レンジ上面として用いられる場
合、軟化または歪みなく調理に用いられる高温に耐えられなければならないだけでなく、
そのプレートの一部または数カ所のみが加熱されるという事実から生じる大きな温度差に
耐えなければならない。これにより、この分野において、ゼロまたはゼロに近い、すなわ
ち、ほぼ0±3×10-7Ｋ-1に等しく、好ましくはゼロの熱膨張係数を有するガラスセラミッ
クプレートの使用に至った。
【０００４】
これらの特徴を有するガラスセラミックは、よく知られており、文献に広く記載されてい
る。米国特許第5,070,045号（Comte等）には、その主結晶相がベータ石英結晶相であるそ
のようなガラスセラミックが記載されている。本発明によれば、排他的ではないがとりわ
け、そのようなガラスセラミックに使用することを意図した装飾材料が開発された。その
材料は、フランス国特許出願第9709912号に記載されているもののような他の低膨張ガラ
スセラミックに使用できるようなものである。
【０００５】
ガラスセラミックプレートは、レンジ上面としての機能的観点からは非常に満足のいくも
のであることが証明されているが、美的感覚の理由については、それらのプレートの上側
表面を装飾するのが望ましいことが分かった。
【０００６】
エナメル装飾は、実施するのが最も容易であることが証明されており、その結果、最も一
般的に用いられている装飾方法である。この技術の主要な点が当業者になじみのあるもの
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であるが、これはフランス国特許出願公開第2701473号の導入部分に要約されている。
【０００７】
発生する最初の問題は、装飾のガラスセラミックとの適合性である。実際に、ガラスセラ
ミックと装飾との間の熱膨張には一般的に差がある。もちろん、膨張の差により、その装
飾を含むプレートの機械的強度が低下する。
【０００８】
ガラスセラミックには、満足以上の固有の機械的強度を有し、実際に用いられているこの
材料の破壊係数（ＭＯＲ）は約180ＭＰａである。しかしながら、実際の装飾されたプレ
ートの機械的強度はまだ十分であるが、その強度は著しく減少し、より高い値を得るのが
望ましいことが明らかになり、特に、少なくとも120ＭＰａ、好ましくは、少なくとも約1
30ＭＰａの破壊係数（ＭＯＲ）を有する装飾ガラスセラミックプレートを得るのが望まし
いことが明らかとなった。
【０００９】
装飾プレートの美的感覚の一面および機械的強度の問題とは別に、レンジ上面は、食品に
よる汚れに耐性を示さなければならず、洗浄が容易でなければならず、かつ金属製の用具
との接触による傷跡を防ぐために滑らかな表面を有さなければならない。これらの必要条
件のために、可能性のある装飾材料が厳しく制限される。
【００１０】
例えば、理論的な候補には、結晶化して低膨張結晶相、特にベータ石英結晶相を生成する
ガラスフリットがあった。これらの結晶化フリットにより構成されるコーティングは非常
に満足な破壊係数（ＭＯＲ）を有するが、金属製の用具により残される傷跡、および洗浄
の容易さについて言うと、結晶により許容できない表面粗さが生じるので、それらの表面
特性は劣っている。
【００１１】
フランス国特許出願公開第2701473号に対応する米国特許第5,326,728号（Boury等）には
、装飾材料の製造に用いられるエナメルが記載されている。これら材料は満足であること
が証明されているが、さらに改良された装飾材料を製造する努力が行われている。特に、
これらの努力は、プレートの膨張係数により適合性のある装飾の膨張係数を得ることに向
けられてきた。これは、装飾製品の機械的強度をより高くするためであり、その強度はよ
り高い破壊係数（ＭＯＲ）により表される。
【００１２】
したがって、本発明の目的は、改良された装飾を含み、120ＭＰａよりも大きい破壊係数
（ＭＯＲ）を有すると同時に、レンジ上面として使用されるような製品の様々な他の必要
条件（上述した必要条件を参照）を満たし、装飾における融通性が大きく、ガラスフリッ
トと所望の装飾効果を提供できる顔料との混合物を含む改良装飾を有するガラスセラミッ
クプレートを提供すること；並びに、特に、ガラスをガラスセラミックに転化するために
ガラスプレートを焼成している最中に、焼成して付着性のある装飾を製造できる装飾材料
（エナメル）を提供すること；並びに、そのようなガラスセラミックプレートを装飾する
方法を提供することにある。
【００１３】
本発明は実際に、±15×10-7Ｋ-1（20-700℃）の間の、好ましくは、ゼロに近い（すなわ
ち、0±3×10-7Ｋ-1（20-700℃）に等しい）低熱膨張係数を有するガラスセラミックプレ
ート、およびそのプレートの表面上の装飾を含む装飾ガラスセラミックプレートであって
、該装飾が10から35重量％の顔料を含有するビトリファイド（vitrified）ガラスフリッ
ト（90から65重量％のフリット）から構成され、少なくとも120ＭＰａの破壊係数（ＭＯ
Ｒ）を有する装飾ガラスセラミックプレートに関する。
【００１４】
好ましくは、装飾ガラスセラミックプレートは、その主結晶相がベータ石英の固溶体であ
り、好ましくは、0±3×10-7Ｋ-1（20-700℃）の熱膨張係数を有するガラスセラミックに
より構成される。
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【００１５】
本発明はまた、特に調理用途のための装飾レンジ上面を製造するための、ガラスセラミッ
クプレートを装飾する方法であって、該ガラスセラミックプレートが低い（上述参照）、
好ましくはゼロに近い（上述参照）熱膨張を有し、該方法が、
－　65から90重量％のガラスフリットおよび10から35重量％の含有量の混合物を製造し、
ここで、該ガラスフリットは30-40×10-7Ｋ-1（0-300℃）（好ましくは、30-35×10-7Ｋ-

1（10-300℃））の熱膨張係数および少なくとも750℃（好ましくは、少なくとも775℃）
の軟化点を有する；
－　ガラスセラミックプレートの表面上またはガラスセラミック前駆体のガラスプレート
の表面上に該ガラスフリットと顔料との混合物を施し；
－　該ガラスフリットと顔料との混合物により被覆された該プレートを焼成し、必要に応
じて該ガラスプレートをガラスセラミックプレートに変換させ、該ガラスフリットと顔料
との混合物中のガラスフリットをガラス質化（vitrify）し、生成された装飾を前記ガラ
スセラミックと付着させ；
－　少なくとも120ＭＰａの破壊係数を有する装飾ガラスセラミックプレートを得るため
に該焼成されたプレートを冷却する；
各工程を含む方法に関する。
【００１６】
本発明は、ガラスセラミックプレート用の改良装飾材料を製造するために行われた研究か
ら導かれた。特に、その主結晶相がベータ石英結晶相であり、ゼロに近い、好ましくは、
0±3×10-7Ｋ-1（20-700℃）の熱膨張係数を有するガラスセラミックプレートに適した材
料が求められた。本発明による装飾材料は、この必要条件を満たすが、そのような用途に
は限定されず、低い、すなわち、0±15×10-7Ｋ-1（20-700℃）の範囲にある熱膨張係数
を有する他のガラスセラミックに効果的に使用することができる。
【００１７】
従来技術にしたがって用いられる装飾材料は一般的に、ガラスフリット中に分散された顔
料を含む。該顔料は、その材料に色を与え、不透明にするが、前記ガラスはガラスセラミ
ックとのそれらの相互の結合および付着を確実にする。フリットに適したガラスが、米国
特許第5,326,728号において出願人により記載されており、約55×10-7Ｋ-1（0-300℃）の
熱膨張係数および約675℃の軟化点を有するボロアルミノシリケートガラス（以下の表II
の組成Ａを参照のこと）からなる。
【００１８】
高い機械的強度を有する装飾ガラスセラミックを製造するための研究の過程において、装
飾ガラスセラミックプレートの機械的強度を増大させるために特に重要な２つの要因が明
らかになった。第１の要因は、ガラスフリットの熱膨張係数の低下に関し、これは、結晶
化できるフリットにより達成できる。しかしながら、上述したように、この手法は、結晶
により生じる粗い表面は金属製の用具により生じる傷跡がつきやすく、洗浄するのが難し
いという事実のために有益ではないことが明らかとなり、これは、食品調理の業界では重
大な欠点となる。このような失敗から、結晶化しないガラスフリットへの研究に導かれた
。予期せずに発見されたもう一方の重要な要因は、装飾とガラスセラミック基板との間の
界面を横切って生じるイオン拡散を制限するのが重要であることである。
【００１９】
アルカリ金属イオンの移行現象がよく知られている。それらのイオンの存在は制限されて
いるにもかかわらず、他の問題を生じずには、前記フリットからアルカリ金属イオンの存
在を除去できないことが示された。そこで、高軟化点により裏付けられる高粘度のガラス
のフリットを用いることが重要であるのが明らかとなった。実際に、このことにより明ら
かに、アルカリ金属イオンが熱処理中に移行する傾向が阻害される。
【００２０】
本発明による装飾材料は、65から90重量％のガラスフリット中に分散された10から35重量
％の顔料から実質的になる。適切な効果を得るためには、少なくとも10重量％の顔料が必
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るために、そのような顔料を約20重量％より多く含む必要はない。
【００２１】
任意の市販の顔料を個々にまたは組合せで用いることもできる。用いられる特定の顔料は
、所望の不透明度および特定の色、または所望の別の装飾効果に依存する。
【００２２】
以下の表Ｉは、個々の顔料の２つの実施例および使用できる組合せの実施例を示す。各々
の場合、顔料は、以下のように定義された85重量％のガラスフリットと、15重量％の量で
混合されている。表Ｉは顔料を、それらの供給源、主構成元素および焼成後の被膜の色に
より同定している。
【００２３】
【表１】

本発明による装飾に用いられるガラスフリットは都合よくは、30-40×10-7Ｋ-1（0-300℃
）、好ましくは、高くて35×10-7Ｋ-1の熱膨張係数、および少なくとも750℃、好ましく
は、少なくとも775℃の軟化点を有する。この軟化点において、ガラスの粘度は106.5Ｐａ
．ｓ（107.5ポアズ）である。
【００２４】
このように含まれるガラスは一般的に、ソーダカリホウケイ酸塩である。実際に、そのよ
うなガラスが上述した特徴を有することが観察された。
【００２５】
該ガラスの組成は都合よくは、酸化物の重量％で計算して、70-82％のＳｉＯ2、12-18％
のＢ2Ｏ3、1-3％のＡｌ2Ｏ3、多くても5％のＮａ2Ｏ＋Ｋ2Ｏおよび多くても1.2％の少な
くとも１つの清澄剤から実質的になる。特に好ましい変更例によれば、該組成は、76-81
％のＳｉＯ2、14.4-15.5％のＢ2Ｏ3、2-2.7％のＡｌ2Ｏ3、2.3-3.2％のＮａ2Ｏ、1-1.5％
のＫ2Ｏ、0-1％のＡｓ2Ｏ3＋Ｓｂ2Ｏ3（＋は（および／または）を意味する）から実質的
になる。
【００２６】
以下の表IIは、上述した米国特許第5,326,728号からのガラスフリットの組成（Ａ）と本
発明による好ましいガラスフリットの組成（Ｂ）との比較を示す。それらの組成は、ガラ
スバッチの重量％で示されている。
【００２７】
【表２】
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ガラスフリットは、適切な出発材料のバッチを混合し、それを約1650℃で約６時間に亘り
溶融することにより調製する。溶融ガラスが水中に注がれると、そこで粒子に破砕され、
これらの粒子は乾燥され、約6μｍ未満の平均粒径を有する粉末に磨砕される。
【００２８】
次いで、顔料が加えられ、粉末ガラスフリットと混合される。顔料の性質、およびそれら
の量は、特定の用途について所望の色および不透明性に依存する。被膜混合物は、少なく
とも10重量％の顔料を含有し、35％まで含んでもよい（上記参照）。残りの量はガラスフ
リットにより構成される。15％の顔料および85％のガラスフリットの混合物がほとんどの
用途にとって満足であることが示された。この混合物は、均質であるべきであるが、特別
な混合方法は必要ではない。
【００２９】
薄く均一な被膜を与えるスクリーン印刷によるスリップまたはペーストの施用が、前記混
合物をガラスセラミックプレートに施す適切な手段を構成する。そのような用途について
、有機ビヒクルが、一般的に、スリップの合計重量の30-50重量％の量で加えられる。ビ
ヒクルの量は、所望の最終的な厚さに依存する。デザインが望ましい場合には、スクリー
ン印刷用のスクリーンを、既知の様式でマスクの形態に調製することができる。
【００３０】
本発明によれば、装飾材料を、ガラスセラミックプレートの前駆体を構成するガラスプレ
ートの表面上に施せることが都合よい。乾燥後、ガラスプレート上の材料は、ガラスをガ
ラスセラミックに転化するセラミック化サイクルにしたがって熱処理することができる。
これと同時に、装飾材料中に存在するガラスフリットが軟化し、顔料およびガラスセラミ
ックの表面に結合する。
【００３１】
既に引用した米国特許第5,070,045号に記載されているように、適切なセラミック化スケ
ジュールは以下のとおりである：
－　一般的にガラスの転移範囲の近くに位置する、核形成範囲まで50-80℃／分の速度で
の温度上昇、
－　約15-25分で核形成範囲（670-800℃）の温度上昇、
－　約15-30分で結晶化温度（900-960℃）までの温度上昇、
－　10-25分間に亘る結晶化温度の維持、および
－　周囲温度への急冷。
【００３２】
所望の効果：ガラスプレートのセラミック化＋顔料が充填されたフリットのガラス化＋充
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処理または焼成を用いてもよい。したがって、前記装飾材料は、フランス国特許出願第97
09912号に記載されたような粗製ガラスプレート上に施しても差し支えなく、該フランス
国特許出願第9709912号によるガラスセラミックプレートに基づく本発明の装飾ガラスセ
ラミックプレートを得るために、該フランス国特許出願第9709912号に記載されたような
セラミック化サイクルを実施しても差し支えない。このセラミック化サイクル中に達成で
きる最高温度は、1070℃ほど高い値であってもよい。このフランス国特許出願第9709912
号には、いくつかの連続サイクルを含むセラミック化サイクルも記載されている。そのよ
うな場合、前記混合物が単独の熱処理のみを受けるように、それら連続サイクルが終わる
前に、ガラスフリットと顔料との混合物（所望の装飾の前駆体）を施すことが好ましい。
【００３３】
したがって、本発明の説明および特許請求の範囲に用いられている「ガラスセラミック前
駆体ガラスプレート」という表現は、粗製ガラスプレート並びにセラミック化を受けるガ
ラスプレートの両方を含むことが理解されよう。
【００３４】
ある用途に関して、既にセラミック化されたガラスセラミックプレート上に前記材料を施
すことが望ましいか、または必要でさえあってもよい。この場合、被膜は前駆体ガラスプ
レートの場合と同じ様式であるが、ガラスセラミックプレート上に直接施すことができる
。この二重焼成方法（１°セラミック化；２°ガラスフリットと顔料との混合物の処理）
は、各々の焼成サイクルを調節するために望ましい。この場合、ガラスセラミック上に位
置する材料は、920-960℃の範囲の温度で約15分間に亘り焼成されてもよい。
【００３５】
本発明の別の目的は、上述した装飾方法の実施に用いられ、本発明の装飾ガラスセラミッ
クプレートを得るために用いられるエナメルにある。このエナメルはそれ自体新規であり
、本発明の他の目的を構成する。特徴的に、該エナメルは、65から90重量％の特別なガラ
スフリット中の10から35重量％の顔料から構成される。このガラスフリットは、30-40×1
0-7Ｋ-1（0-300℃）、好ましくは、30-35×10-7Ｋ-1（0-300℃）の熱膨張係数、および少
なくとも750℃、好ましくは、少なくとも775℃の軟化点を有する。都合よくは、該ガラス
フリットの組成は、酸化物の重量％で計算して、70-82％のＳｉＯ2、12-18％のＢ2Ｏ3、1
-3％のＡｌ2Ｏ3、多くても5％のＮａ2Ｏ＋Ｋ2Ｏおよび多くても1.2％の少なくとも１つの
清澄剤から実質的になる。特に好ましくは、該組成は、76-81％のＳｉＯ2、14.4-15.5％
のＢ2Ｏ3、2-2.7％のＡｌ2Ｏ3、2.3-3.2％のＮａ2Ｏ、1-1.5％のＫ2Ｏ、0-1％のＡｓ2Ｏ3

＋Ｓｂ2Ｏ3から実質的になる。
【００３６】
本発明は、比較具体例３と一緒に考慮すべき２つの具体例１および２により示される。
【００３７】
本発明による装飾ガラスセラミックプレートを、その組成および特徴が上述した表IIに与
えられたガラスフリットＢについて調製した。従来技術の装飾ガラスセラミックプレート
を、その組成および特徴も上述した表IIに与えられたガラスフリットＡについて調製した
。
【００３８】
調製した混合物中のフリットおよび顔料のそれぞれの含有量が以下の表III（含有量は重
量％で表されている）に示されている。この混合物により装飾された、得られたプレート
の特性もまた示されている。
【００３９】
次いで、それらの装飾プレートが得られた条件、およびそれらの特性の評価方法を特定し
た。
【００４０】
【表３】
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したがって、具体例１および２のプレートはガラスフリットＢを含有する混合物により装
飾されており、一方で、比較具体例３のプレートはガラスフリットＡを含有する混合物に
より装飾された。
【００４１】
これらの混合物は同一の顔料（表Ｉの顔料混合物３）について得た。混合物は、スクリー
ン印刷によりプレートに施すために、ビヒクルにより構成された。
【００４２】
具体例１および３について、混合物は、熱膨張係数がゼロのガラスセラミックプレートの
ためのガラスプレート前駆体の上面にスクリーン印刷により施した。次いで、ガラスプレ
ートを乾燥させ、925℃の最高温度で15分間維持する１時間のサイクルであるガラスのセ
ラミック化サイクルにしたがって熱処理した。この加熱サイクル中、ガラスプレートはガ
ラスセラミックに転化され、装飾混合物は約3μｍの厚さの付着性ビトリファイド層とな
った。
【００４３】
具体例２については、混合物を、10×10-7Ｋ-1と等しい熱膨張係数を有するガラスプレー
トのためのガラスプレート前駆体の上面に施した。セラミック化サイクルは、1070℃の最
高温度で30分間に亘り維持する２時間のサイクルであった。得られた装飾は、同様に3μ
ｍの厚さを有した。
【００４４】
破壊係数（ＭＯＲ）は、装飾表面が伸長された状態にある、３点負荷設定により測定した
。本発明によれば、少なくとも120ＭＰａの破壊係数が規定され、少なくとも130ＭＰａの
値が好ましい。
【００４５】
洗浄性は以下の様式で評価した：肉、卵、ミルク、小麦、グリュエール、チーズ、タピオ
カおよびトマトピューレの混合物を水の張られたソースパンとレンジ上面の装飾ゾーンと
の間に配置した。次いで、全体を、混合物が燃焼し、レンジ上面にくっつくように10分間
に亘り加熱した。次いで、洗浄性および洗浄後の装飾の態様を評価した。
【００４６】
金属による傷跡の形成は、装飾表面に金属片で傷をつけることにより評価した。わずかし
か傷跡が観察されなかった場合にその結果は満足であり、それらの傷跡とは、レンジ上面
を洗浄するために市販されている製品により除去することができる。
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